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１【提出理由】

2026年２月26日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する

ものであります。

 
２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年２月26日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金100円

配当総額　4,848,480,000円

②　効力発生日

2026年２月27日
 

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、山口誠一郎、平野昇、中西秀樹、山口俊介、米田浩康、髙見茂宏、少德健一、小林

博之および石渡真維を選任する。
 

第３号議案　取締役の報酬額改定の件

2020年２月26日開催の第70回定時株主総会において承認可決された取締役の報酬額を、年額700百万

円以内（うち社外取締役分110百万円以内）に改定する。
 

第４号議案　監査役の報酬額改定の件

2004年２月28日開催の第54回定時株主総会において承認可決された監査役の報酬額を、年額80百万

円以内に改定する。
 

第５号議案　社外取締役を除く取締役に対する株式報酬の付与のための報酬一部改定の件

2024年２月27日開催の第74回定時株主総会において承認可決された社外取締役を除く取締役に対す

る株式報酬について、付与する普通株式の総数を年間400,000株以内、その報酬の総額を年額400百

万円以内に改定する。
 

第６号議案　社外取締役に対する株式報酬の付与のための報酬一部改定の件

2024年２月27日開催の第74回定時株主総会において承認可決された社外取締役に対する株式報酬に

ついて、付与する普通株式の総数を年間40,000株以内、その報酬の総額を年額40百万円以内に改定

する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果
（賛成の割合）

第１号議案 397,531 235 0 (注)１ 可決 95.99％

第２号議案    (注)２   

山口　誠一郎 337,976 59,782 0  可決 81.61％

平野　昇 386,881 10,882 0  可決 93.42％

中西　秀樹 386,873 10,890 0  可決 93.42％

山口　俊介 386,868 10,895 0  可決 93.42％

米田　浩康 386,880 10,883 0  可決 93.42％

髙見　茂宏 386,733 11,030 0  可決 93.39％

少德　健一 332,182 65,581 0  可決 80.21％

小林　博之 385,485 12,278 0  可決 93.08％

石渡　真維 389,108 8,656 0  可決 93.96％

第３号議案 396,734 991 40 (注)１ 可決 95.80％

第４号議案 396,722 1,003 40 (注)１ 可決 95.80％

第５号議案 396,119 1,647 0 (注)１ 可決 95.65％

第６号議案 349,595 48,167 0 (注)１ 可決 84.42％
 

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までに事前行使された議決権の数および本株主総会当日に出席（委任状による出席も含む。）し

た一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法

上適法に決議が成立したため、本株主総会出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権

数は加算しておりません。
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